
に
よ
り
運
輸
支
局
な
ど
で
小
型
二
輪
の
軽

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
付
状
況
を
確

認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

納
税
証
明
書
を
提
示
し
な
く
て
も
車
検
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
注
意
点
／
次
の
場
合
は
、
納
税
証
明
書

の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
付
直
後

な
ど
、
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
で
納
付
確
認
が
で

き
な
い
場
合

・
対
象
車
両
に
過
去
の
未
納
が
あ
る
場
合

問

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

案 

内

◆
◆
◆

令
和
8
年
歌
会
始
の
お
題
お
よ
び

詠
進
歌
の
詠
進
要
領

●
令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）
歌
会
始

の
お
題
「
明
」

※
お
題
は
「
明
」
で
す
が
、
歌
に
詠
む
場

合
は
「
明
」
の
文
字
が
詠
み
こ
ま
れ
て

い
れ
ば
よ
く
、「
鮮
明
」、「
文
明
」、「
明

星
」
の
よ
う
な
熟
語
に
し
て
も
「
明
る

い
」
の
よ
う
な
に
訓
読
し
て
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

●
詠
進
歌
の
詠
進
要
領

①
詠
進
歌
は
、
お
題
を
詠
み
込
ん
だ
自
作

の
短
歌
で
一
人
一
首
と
し
、
未
発
表
の

も
の
に
限
り
ま
す
。

②
書
式
は
、
半
紙
（
習
字
用
の
半
紙
）
を

税 

金

◆
◆
◆

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

令
和
7
年
（
2
0
2
5
年
）
1
月
1

日
現
在
で
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の
価
格

な
ど
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
へ

の
登
録
が
完
了
し
ま
し
た
の
で
、
次
の
と

お
り
縦
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
縦
覧
期
間
／
4
月
1
日
（
火
）
～
6
月

2
日
（
月
）
8
時
30
分
～
17
時
15
分

※
役
場
開
庁
日
に
伴
う

●
縦
覧
場
所
／
税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
き
、土
地（
宅

地
）
の
価
格
の
下
落
修
正
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。
登
録
価
格
に
疑
問
が
あ
る
場
合

は
、
縦
覧
期
間
の
初
日
か
ら
納
税
通
知
書

の
交
付
を
受
け
た
日
後
3
カ
月
ま
で
の
間

に
限
り
、
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

問

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

小
型
二
輪
の
車
検
時
の
納
税
証
明
書

が
原
則
不
要
に

●
小
型
二
輪
の
車
検
時
の
納
税
確
認
の
電
　

子
化

小
型
二
輪
の
車
検
時
に
お
け
る
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
の
納
付
確
認
は
、
納
税

証
明
書
の
提
示
が
必
要
で
し
た
が
、
令
和

7
年
（
2
0
2
5
年
）
4
月
か
ら
軽
Ｊ
Ｎ

Ｋ
Ｓ
（
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム
）

横
長
に
用
い
、右
半
分
に
お
題
と
短
歌
、

左
半
分
に
郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話
番

号
、
氏
名
（
本
名
・
ふ
り
が
な
）、
生

年
月
日 

、職
業（
な
る
べ
く
具
体
的
に
）

を
縦
書
き
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

③
用
紙
は
、
半
紙
と
し
、
記
載
事
項
は
全

て
毛
筆
で
自
書
し
て
く
だ
さ
い
。

④
病
気
ま
た
は
身
体
障
害
の
た
め
毛
筆
に

て
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
左
記
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

ア
代
筆
（
墨
書
）
に
よ
る
。
代
筆
の
理
由
、

代
筆
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名
を
別
紙
に

書
い
て
、詠
進
歌
に
添
え
て
く
だ
さ
い
。

イ
本
人
が
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を

使
用
し
て
印
字
す
る
。
こ
の
場
合
、
こ

れ
ら
の
機
器
を
使
用
し
た
理
由
を
別
紙

に
書
い
て
詠
進
歌
に
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

ウ
視
覚
障
害
の
方
は
、
点
字
で
詠
進
し
て

も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

●
詠
進
の
期
間
／
９
月
30
日
（
火
）
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

●
宛
先
／
「
〒
1
0
0
―
8
1
1
1 

宮

内
庁
」
と
し
、
封
筒
に
「
詠
進
歌
」
と

書
き
添
え
て
く
だ
さ
い
。（
詠
進
歌
は
、

小
さ
く
折
っ
て
封
入
し
て
差
し
支
え
あ

り
ま
せ
ん
。）

※
詳
細
は
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
宮
内
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

問

宮
内
庁

お知らせお知らせ
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